
 

 

 

がん検診を受診しましょう！ 

○当社の定期健康診断(以下「定期健診」)は、「労働安全衛生法」により、事業主(会社)に実施

することが義務付けられている法定項目(11項目)にとどまらず、健康保険組合(以下「健保組

合」)と協働し、任意項目であるがん検診等を組み込み、自己負担なく受診できる内容となっ

ているなど非常に充実したものとなっています（下図参照）。 

○特に「がん検診」は、厚生労働省においてエビデンスに基づき死亡率の低下に効果があるとさ

れ受診が推奨されている「５つのがん検診」を網羅しています。 

○自己負担なく受診できる「がん検診」は「受けなきゃ損」とも言えます。 

○中川先生が議長を務める厚生労働省の委託事業「がん対策推進企業アクション」がＨＰで公開

しているパンフレットの一部を紹介しますので、あらためて確認し、定期健診のなかで「がん

検診」を積極的に受診するようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【参考】当年度から次の点が一層充実します。 

(ア)「Ｂ健診」の対象者のうち 40歳以上の方に「胃部Ｘ線検査」「便潜血検査」を追加。 

(イ)「Ｅ健診」の対象者のうち 50歳～70歳（５歳刻み）の女性の方に「骨密度測定」を追加。 

(ウ)次の健診項目で「二次健診」を受診する場合、自己負担費用の一部を補助（5,000円限度）。 

・胸部Ｘ線検査、胃部Ｘ線(胃内視鏡)検査、便潜血検査、乳がん検診、子宮頸がん検診 

※詳細は「通知：2024年度定期健康診断」を参照。 

 

 

 

ココ・カラ News 
～ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ知識編～ No.2024-1 

 No.2022-9 

 

1.既往歴及び業務歴の調査 

2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

3.身長.体重.腹囲.視力.聴力の検査 

4.胸部エックス線検査 

5.血圧の測定 

6.貧血検査 

7.肝機能検査 

8.血中脂質検査 

9.血糖検査 

10 尿検査 

11.心電図検査 

＜定期健診への組込項目＞ 

・胃部Ｘ線検査（胃がん検診） *1 

・便潜血検査 （大腸がん検診）*1 

・骨密度検査         *2 

＜申込みが必要な項目＞ 

・子宮頸がん検診       *3 

・乳がん検診                  *4 

・ピロリ菌・ペプシノゲン検査  *5 

・前立腺ＰＳＡ                *6 

当社の定期健診の枠組み 

義務付けられている法定項目(11項目) 

＜会社が実施(会社負担)＞ 

＜) 

任意項目 

＜健康組合と協働実施(健保組合負担)＞ 

＜) 

*1. 40 歳以上の方 

*2. 「Ｅ健診」の 50 歳～70歳(5 歳刻み)の女性の方 

*3. 20 歳以上の女性の方 

*4. 35 歳以上の女性の方 

*5. 35 歳(「Ｃ健診」)の方 

*6. 「Ｆ健診」の方 
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